
施　　　　策（国土交通省） 施策達成状況（H21.10.28時点　国土交通省） 北海道運輸局における施策目標 施策目標の進捗状況

(１)評価対象の中
　小規模事業者へ
　の拡大

【国土交通省】
　安全マネジメントの評価の対象を（安全
統括管理者等の義務付け対象外である）中
小規模事業者にも拡大。
　この場合、以下のような公共性の高い事
業者及び安全性のレベルが低い（社会的に
影響の大きい事故を惹起した等）事業者か
ら優先的に実施。
　・　乗合事業者で、乗合車両を１００両
　　以上保有する事業者
　・　専ら都市間の移動を目的とした運行
　　を行う高速バス及びツアーバス事業者
　・　第一当死亡事故を惹起した事業者
　・　危険物運搬車両による大量漏えい事
　　故を惹起した事業者

【国土交通省】
　自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改
正平成２１年１０月１６日施行）

○　安全マネジメントの評価対象の拡大
　・　次の事業者について安全マネジメント評価を行うこと
　　とした。
　　①　乗合バス　１００両以上
　　②　都市間を結ぶ高速バス及び高速ツアーバスの事業者
　　③　第１当事者の死亡事故を引き起こした事業者
　　④　危険物の大量漏洩事故を引き起こした事業者

　新たに評価対象事業者となった事
業者に対する、安全マネジメント制
度の周知を図るため、有効かつ効果
的な施策を検討し、実施する。

・ 運輸安全マネジメント制度に係る説明会を平成
 ２１年１２月１日に開催。乗合事業者２３社４６
 名出席。

・ 新たな評価対象事業者に対する運輸安全マネジ
 メント評価を実施。
　　　北海道北見バス株式会社（北見市）
　　　平成２２年２月２２日～２３日

(２)ＮＡＳＶＡの
　活用

【国土交通省、(独)自動車事故
対策機構(ＮＡＳＶＡ)】
　安全マネジメント評価に当たって、ＮＡ
ＳＶＡを活用。

○　第三者機関による安全マネジメント評価の実施
　・　第三者機関（安全マネジメントについての知識経験を
　　有する職員が相当数いる等の要件に該当する者）も安全
　　マネジメント評価をすることができることとし、その場
　　合には、国が行った評価と同等に扱う。
　　　平成２１年１０月２６日、ＮＡＳＶＡを第三者機関と
　　して認定。

(３)安全マネジメ
　ント講習

【事業者団体】
　安全マネジメントを浸透させるための講
習会を、定期的（例半期毎等）に実施。ま
た、ＮＡＳＶＡの実施する安全マネジメン
ト講習等の受講費用に対する助成を拡充。

【（社）日本バス協会】
　平成２１年１０月１６日発出された「自動車運送事業者に
おける運輸安全マネジメント等の実施について」を受け、
地方バス協会に対し、新たな評価対象事業者及び受講希望事
業者等を対象として、運輸局と連携して各地方ブロック（運
輸局単位）毎に運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・定
着のための講習を平成２１年度中に開催するよう要請した。
　なお、来年度以降は、全事業者を対象とした講習会を開催
する。
【（社）全国乗用自動車連合会】
　平成２１年９月に策定した「ハイ・タク事業における総合
安全プラン２００９」において、１～２年以内に各県協会が
事業者を対象に安全マネジメントを浸透させるための講習会
を定期的に実施することを盛り込み、既に１３協会で講習会
を開催している。
　更に一部の協会においては、ＮＡＳＶＡの実施する安全マ
ネジメント講習の受講費用に対する助成の検討をしている。
【（社）全日本トラック協会】
○　トラック協会主催による安全マネジメント講習会を実施
　し、運輸安全マネジメ　ントの普及及び浸透に努める。
　（重点対策）
○　安全マネジメントの取組を容易に行えるよう、安全マネ
　ジメントの導入事例集、　視聴覚教材を作成する。（重点
　対策）
○　ＮＡＳＶＡの実施する安全マネジメント講習の受講費用
　に対する助成の検討。
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(４)中小規模事業
　者向け手引の作
　成

【事業者団体】
　中小規模事業者が安全マネジメントの取
組を容易に行えるよう、業態ごとのわかり
やすい手引を作成。

【国土交通省】
　自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改
正（平成２１年１０月１６日施行）

○　事業者向け安全マネジメント手引の改訂
　・　安全管理規程等義務付け事業者、準大規模事業者（車
　　両が概ね１００両以上又は営業所が２以上）、中小規模
　　事業者（車両数が概ね１００両未満かつ営業所が１）の
　　事業規模別にわかりやすく、具体的な取組例を入れて改
　　訂。

(５)事業者団体職
　員等に対する研
　修

【国土交通省】
　事業者団体の職員等に対し、安全マネジ
メントについて、国土交通大学校における
研修、国土交通省職員を派遣しての研修等
を実施。

【国土交通省】
　平成２１年度から国土交通大学校柏研修センターで実施さ
れる運輸安全マネジメント評価研修（大臣官房運輸安全監理
官室主催）にＮＡＳＶＡ職員が参加。

　国土交通大学校における研修の受
講の促進、国土交通省職員を派遣し
て行う研修の開催等について、事業
者団体への積極的な周知を図る。

・　周知については、ＮＡＳＶＡへ直接行われて
　いることから施策より削除。

【国土交通省】
　「安全マネジメントの実施に当たっての
手引き」及び「モデル安全管理規程」に以
下の内容を追加。

　・　下請事業者の輸送の安全の確保を阻
　　害する行為を行わない旨を下請基準等
　　に盛り込むこと。
　・　下請事業者と長期契約を結ぶ等の密
　　接な関係にある場合は、下請事業者に
　　対する安全マネジメント体制構築につ
　　いて要請、指導、確認すること。

【国土交通省】
　自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改
正（平成２１年１０月１６日施行）

○　トラック事業者が下請事業者を利用する場合は、下請事
　業者の輸送の安全の確保を阻害する行為を行わないことと
　することを「手引」に明記。
○　下請事業者と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合
　は、下請事業者における安全管理体制の構築・改善につい
　て要請・指導すべきことを「手引」に明記。

　新たに追加された内容について周
知を図るとともに、該当する義務付
け事業者に対して安全管理規定の変
更等必要な指導を行う。

・　運輸安全マネジメント制度に係る説明会を平成
　２１年１２月１日に開催。北海道貨物自動車運送
　適正化事業実施機関（実施本部及び札幌地方事務
　所指導員計）より９名が参加。

【国土交通省】
　安全マネジメント評価において、当該企
業が下請事業者に対し、上記取組みを行え
ているかを評価の対象に追加。

○　貨物自動車運送事業者の評価に当たっては、当該企業が
　上記取組を行っているかについても、評価の際、確認する
　ものとする。

　評価項目の追加以降に実施される
評価に際して、追加項目についても
適正な評価を実施する。

・　貨物自動車運送事業者に対する、２回目以降の
　評価実施に際して、評価対象事業者における下請
　け事業者に係る取組を評価方針に加え、その実施
　状況を確認。

【国土交通省】
　安全マネジメント評価の結果、安全マネ
ジメント体制が整っていると認められる自
動車運送事業者に対しては、監査周期を延
長。

【国土交通省】
　自動車運送事業に係る運輸安全マネジメント実施要領の改
正（平成２１年１０月１６日施行）

○　自動車運送事業・運輸安全マネジメントの取組等に対す
　るインセンティブ・地方運輸局は、国土交通省又は第三者
　機関のマネジメント評価を受けた事業者については、マネ
　ジメント評価の内容に応じて、長期未監査を理由とする巡
　回監査及び呼出監査の対象としないことができるものとし
　た。

　監査周期の延長に係るインセン
ティブの付与の手法について検討を
行う。

・　今年度における対象事業者がないことから、次
　年度以降において、適正な運用について検討を継
　続。

【貨物自動車運送適正化事業実施機関】
　安全マネジメント体制が整っていること
をトラック事業者のＧマーク認定の評価項
目の中に組み込み、重点的な配点を実施。

【貨物自動車運送適正化事業実施機関】
　従来、Ｇマーク認定において、運輸安全マネジメントの取
組については、申請事業所の希望により選択することができ
る項目（選択項目。２０年度申請事業所の中で運輸安全マネ
ジメントを選択した事業所は約４％）であったところ、平成
２１年度申請から、評価項目「Ⅰ　安全性に対する法令の遵
守状況｣(合計２５項目４０点満点で３２点以上が認定のため
に必要)における必須項目の一つ(配点は最高点(３点)。過労
防止に配慮した運行管理、輸送の安全確保に必要な指導監督
といった重要項目と同等の重み付け)として盛り込んだ。

【国土交通省】
　各モードの優良評価制度との整合性を図
りつつ、安全マネジメント評価の結果が優
良な事業者に対し、事業者名の公表及び行
政手続上の優遇措置等を講ずることを検
討。

(７)安全マネジメ
　ント体制の整っ
　ている事業者に
　対するインセン
　ティブの付与

(６)下請事業者と
　一体となった安
　全管理体制の構
　築



(１)運転者に対す
　る指導・監督内
　容の明確化

【国土交通省】
　運行管理者が運転者に対して、「指導・
監督指針」（告示）に従って実効性のある
指導・監督を行えるよう、指導・監督マニ
ュアルを作成。

【国土交通省】
　具体的な内容について検討中､平成２１年度末に策定予定｡

　指導・監督マニュアルの周知を図
るとともに、当該マニュアルの効果
的な活用方法について、運行管理者
の一般講習等の機会を捉えて周知徹
底を図る。

・　今年度においては未対応。

(２)指導・監督の
　実施の記録及び
　保存の義務付け

【国土交通省】
　省令を改正し、運行管理者が運転者に対
して行う指導・監督の実施の記録及び当該
記録の保存を義務付け。

【国土交通省】
　関係省令及び告示を改正し、運行管理者が運転者に対して
行う指導・監督の実施の記録及び当該記録の保存を義務付け
（平成２１年１０月１日施行）。

　改正内容について、運行管理者の
一般講習等の機会を捉えて周知徹底
を図るとともに、監査時において記
録及び保存の状況について確認す
る。

・　運行管理者等一般講習等において周知徹底。
　　実施結果
　　　一般講習（管内）　３９回実施
　　　受講者数　　２，２７２名

(３)上級講習（仮
称）

【ＮＡＳＶＡ等の講習実施機関】
　運行管理者の更なるスキルアップのため
以下の内容をカリキュラムとする実践的な
運行管理者講習（上級講習（仮称））の実
施を検討。

　・　映像記録型ドライブレコーダ、デジ
　　タル式運行記録計等の新技術の運行管
　　理への活用。

　・　運行管理者が、適性診断に基づき適
　　切な指導を行うための指導方法。　等

【ＮＡＳＶＡ】
○　平成１９年度より運行管理者のスキル　アップのため、
　ドライブレコーダー、デジタル式運行記録計等に特化した
　支援ツール講習を実施している。
○　今後は本講習を上級講習（仮称）と位置づけ、運行管理
　者の更なるスキルアップのために、以下のマニュアルを作
　成中。
　・　平成２２年度の安全マネジメント支援ツール講習用テ
　　キストとして、映像記録型ドライブレコーダーに録画さ
　　れた自社のヒヤリハット又は事故映像を用いて運行管理
　　者自らが再発防止対策を策定するためのマニュアル。
　・　上記の映像を用いて運行管理者自らが危険予知トレー
　　ニング・シートを作成するためのマニュアル。
○　平成２２年度の一般講習テキストに、適性診断活用講座
　にて行う内容をリニューアルして掲載し、適性診断結果に
　基づく適切な指導助言方法について講義を行う。

(４)運行管理者試
　験における出題
　等の見直し

【(財)運行管理者試験センター】
　運行管理者試験について、より効果的に
実務上の知識及び能力を問うことができる
よう、出題及び配点を見直し。

【（財）運行管理者試験センター】
　平成２２年度の第１回試験（８月）から、より運行管理者
の業務に沿った内容の実務上の知識及び能力を問う問題を出
題する方向で検討中。平成２１年１２月末までに方針を決定
予定。

(５)運行管理者の
　補助者の権限等
　の明確化

【国土交通省】
　運行管理者の補助者の権限等に関し、以
下の点を明確化するため､関係通達を改正｡

　・　補助者が行う業務については、運行
　　管理者の指揮命令の下で行われるべき
　　ものであり､補助者が点呼を行った際､
　　特異事案が発生した場合には、直ちに
　　運行管理者に報告を行い運行の可否に
　　関し指示を仰ぐべきこと。
　・　補助者が行った業務の責任は運行管
　　理者にあり、法令違反等が確認された
　　場合には、運行管理者が運行管理者資
　　格者証の返納等の処分を受けること。

【国土交通省】
　平成２１年中を目途に運行管理者の補助者の権限等に関し
明確化する関係通達等を発出予定。

　改正内容について、運行管理者の
一般講習等の機会を捉えて周知徹底
を図るとともに、監査時において管
理体制の確立状況の確認を行う。

・　今年度においては未対応。
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(６)点呼時におけ
　るアルコールチ
　ェッカーの使用
　の義務付け

【国土交通省】
　飲酒運転の根絶のため、以下のとおり省
令・通達を改正。

　・　点呼（出庫時、帰庫時及び出先等で
　　対面点呼が行えない場合を含むすべて
　　の点呼）に当たっては、アルコールチ
　　ェッカーを用いて、乗務員の酒気帯び
　　の有無を確認し、記録しなければなら
　　ないこと。
　・　アルコールチェッカーが反応した場
　　合は、乗務を禁止しなければならない
　　こと。
　・　出先等で対面点呼が行えない場合に
　　は、乗務員にアルコールチェッカーを
　　携行させなければならないこと。

【国土交通省】
　アルコールチェッカーの義務付け等について、平成２１年
度内に省令改正等を行い、改正後１年以内に施行する予定で
検討中。

　改正内容について、運行管理者の
一般講習等の機会を捉えて周知徹底
を図るとともに、監査時において実
施状況及び記録の状況について確認
を行う。

　改正内容について機会を捉え周知
を図るとともに､改正内容が施行され
るまでの間に､必要をなる数のアル
コールチェッカーの確保について指
導を行う｡

・　今年度においては未対応。

(７)運行管理者講
　習等におけるア
　ルコールに関す
　る専門的教育

【ＮＡＳＶＡ等の講習実施機関】
　運転者に対する飲酒運転防止の指導を充
実させるため、関係機関と協力して、アル
コールに関する専門的な教育を、運行管理
者講習等で実施。

【ＮＡＳＶＡ】
○　平成２１年度、ＡＳＫの飲酒運転防止インストラクター
　養成講座に全国のＮＡＳＶＡ主管支所の職員１７名を受講
　させ、指導講習におけるアルコール専門教育を行う講師を
　育成中。
○　平成２２年度の基礎講習、一般講習及び特別講習のテキ
　ストにＮＰＯ法人ＡＳＫに執筆を依頼し「飲酒運転防止」
　に関する記事をリニューアルして掲載し、各講習でアルコ
　ール専門教育を実施予定。（ＤＶＤ「知って得する！アル
　コールの基礎知識」（ＡＳＫ制作）の放映も検討）。
○　「交通安全アクション２００９」、「交通安全運動」等
　のあらゆる機会をとらえ、飲酒運転撲滅のためのＰＲ活動
　を行っている。

【国土交通省】
　・　タクシー事業：平成１８年の運行記
　　録計の義務付け指定地域拡大後におけ
　　る事故、過労運転等の発生状況等を踏
　　まえつつ、さらなる地域の拡大につい
　　て検討。
　・　トラック事業：現在、運行記録計の
　　義務付けの対象外とされている自動車
　　のうち、長距離運転が常態化しやすい
　　と考えられるもの（例　最大総重量７
　　ｔ以上８ｔ未満のトラック)について､
　　義務付けの拡大を検討。

【国土交通省】
　平成２２年度概算要求において、事業者等における運行記
録計の活用調査等、運行管理者の資質の向上や運転者に対す
る安全対策のための調査や分析を行い、運行記録計の義務化
の拡大に向けた検討会を開催するための調査費を要求中（自
動車事故調査・分析推進事業 93,572千円の内数）。

【国土交通省】
　過労防止以外の観点（安全対策・環境対
策等）から運行記録計の必要性、活用方策
について検討し、これを踏まえ義務付け範
囲の拡大について検討。

(９)映像記録型ド
　ライブレコーダ､
　デジタル式運行
　記録計等を活用
　した運行管理の
　高度化

【国土交通省】
　映像記録型ドライブレコーダ、デジタル
式運行記録計、ＧＰＳ－ＡＶＭといったＩ
Ｔ機器を活用し、安全対策・環境対策の推
進、経営の効率化等、運行管理の高度化を
一体的に進めるため、機器の仕様の作成、
導入インセンティブの付与等更なる普及方
策について、必要な検討を実施。

【国土交通省】
○　映像記録型ドライブレコーダー活用マニュアルを公表予
　定（平成２１年１０月下旬）。
○　平成２２年度概算要求において、自動車運送事業者に対
　する映像記録型ドライブレコーダー、デジタル式運行記録
　計等ＩＴ機器の導入支援制度を要求中（事故防止対策支援
　推進事業１２．７億円の内数）。

(10)ＩＴ点呼に係
　る要件の拡大

【国土交通省】
　新たなＩＴ点呼実施の実証実験結果を踏
まえ､ＩＴ点呼実施に係る要件拡大を検討｡

【国土交通省】
　平成２２年度概算要求において、遠隔地点呼の高度化のた
めの調査費を要求中（自動車事故調査・分析推進事業 93,57
2千円の内数）。

(８)運行記録計の
　義務付け拡大



(１)業界全体での
　事故情報の共有

【国土交通省】
　業界全体で事故情報を共有化するため、
以下の情報を発信するメールマガジン「自
動車安全（仮称）」を創設。
　・　重大事故の発生状況等（事故速報に
　　基づくもの）
　・　「自動車運送事業に係る交通事故要
　　因分析検討会」において行う、社会的
　　に影響の大きい重大事故の要因分析結
　　果

【国土交通省】
○　平成２１年６月３日からメールマガジン「事業用自動車
　安全通信」において、重大事故等の発生状況、その原因と
　考えられる不適切な運行管理等の情報等を発信。
　　現在（１０／２３）、第２１号を発信しており、登録者
　数が２，３０１人。
○　平成２０年度「自動車運送事業に係る交通事故要因分析
　検討会」において、平成２０年に発生した事業用自動車に
　よる社会的影響の大きい重大事故の要因分析を実施し、報
　告書をとりまとめ公表。
○　平成２１年度においては、平成２１年に発生した事業用
　自動車による社会的影響の大きい重大事故の要因分析を実
　施中。

　メールマガジンの活用について、
事業者団体加盟事業者はもとより未
加盟事業者に対しても広く周知を図
る。

・　メールマガジンの周知を図るため、周知文書を
　作成し、各地方運輸局が行う講習及びＮＡＳＶＡ
　が開催する運行管理者の一般講習等機会を捉えて
　周知文を配布することにより、広く周知が図られ
　るよう取組みを実施。

(２)事故速報の報
　告範囲及び報告
　時期の見直し

【国土交通省】
　「自動車事故報告規則」（省令）を以下
のとおり改正。
　・　事故速報の報告範囲の拡大
　・　事故速報の報告時期の迅速化

【国土交通省】
　事故速報等の報告範囲の拡大、事故速報の報告時期の迅速
化を図るべく、関係省令の改正等の作業中。パブリックコメ
ント実施済み。（平成２１年１１月施行予定）。

　改正内容について、全事業者に対
して周知徹底を図る。

・　関係団体等の会員に対する周知徹底を依頼。ま
　た、団体未加入事業者に対しては、個別に周知徹
　底を実施。

【国土交通省】
　運転者に多い疾病、運行管理上の観点か
ら把握すべき症状、それらが運行に及ぼす
影響等を医学的な見地から調査・分析。
　これに基づき、健康状態に応じた乗務可
否の判断の基準等を示した指針（ガイドラ
イン）を作成。
　また、当該ガイドラインにおいて、健康
診断で異常が認められた乗務員に対し、再
検査の受診結果の提示を求めるべきこと等
を明確化。

【国土交通省】
○　平成２１年度「自動車運送事業に係る交通事故要因分析
　検討会」において、「事業用自動車の運転者に係る健康管
　理ガイドライン（仮称）」を作成すべく下記の事項につい
　て検討中。
　・　日常的に管理するべき事項及びその内容（点呼、労務
　　管理等）
　・　定期的に管理するべき事項及びその内容（健康管理、
　　指導及び監督）
　・　健康診断で異常が認められた運転者に対する対処方法
　・　その他自動車運送事業者が注意すべき事項

　作成されたガイドラインの活用に
ついて広く周知を図るとともにガイ
ドラインに規定される内容に沿った
対応について指導を行う。また、監
査時及び年末年始輸送安全総点検等
の機会を捉えて再検査に係る受診状
況について確認を行う。

・　今年度においては未対応。

【国土交通省】
　事業者団体等を通じて、上記ガイドライ
ンの徹底及びフォローアップを実施。

(２)事故歴等の把
　握

【国土交通省】
　新規採用運転者の指導・監督に関して、
以下のとおり告示・通達を改正。
　・　運転者として新たに採用する者につ
　　いては採用時に運転記録証明書や無事
　　故無違反証明書を確認し、過去の事故
　　及び違反歴を把握した上で、それに応
　　じた指導を徹底すべきこと。
　・　自動車運送事業に係る事故歴を把握
　　した場合には、適性診断（特定診断）
　　を確実に受診させること。

【国土交通省】
　関係告示等を改正し、自動車運送事業者は、新たに運転者
を雇い入れた場合には、当該運転者の過去の事故歴を把握す
ることとし、必要となる特別な指導及び適性診断を確実に受
けさせるものとした（平成２１年１０月１日施行）。

　改正内容について、全事業者に対
して周知徹底を図るとともに監査時
において採用時の確認状況及び事故
歴のある者の特定診断の受診状況に
ついて確認を行う。

・　改正内容に関する事項について、適確な監査の
　実施により制度の周知徹底。

【国土交通省】
　自動車運送事業者が惹起した重大事故及
び法令違反に関して発注者の関与が認めら
れた場合には、当該発注者の名称等を公表
することとするよう、通達改正等により必
要な措置を実施。

【国土交通省】
　平成２１年内を目途に通達改正等を予定。

　改正通達に沿った対応を図るとと
もに該当事案が発生した際には迅速
な対応を行う。

・　今年度においては、未対応。
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(１)監査要員の増
　員

　平成２１年度において、監査要員を２８
人増員するとともに、引き続き監査要員の
増員を図り、監査体制の強化を推進。

【国土交通省】
　平成２２年度定員要求において、各地方運輸支局における
監査要員を引き続き増員要求中。

【国土交通省】
　監査の効率化を図るため、臨店監査（特
別監査を除く。）の実施に当たっての重点
項目を監査端緒ごとに明確化。

【国土交通省】
　巡回監査、呼出監査において、監査端緒に応じて監査を実
施すべき重点事項を例示した通達を発出（平成２１年１０月
２２日）。
例）バス火災事故を端緒とする監査にあっては、点検整備の
　実施状況等

　監査計画の策定に際して、明確化
された監査端緒ごとの重点項目を反
映させるとともに、重点項目の内容
により臨店監査及び呼出し監査を適
切に運用し、監査の効率化を図る。

・　本省通達の内容を各支局に対して周知すること
　によりし、監査業務における適切な運用を図るこ
　とにより効率化を推進。

【国土交通省、タクシーセンター】
　タクシー事業について、東京地域におい
ても、タクシーセンターからの街頭指導等
の情報に基づく監査を実施。
　さらに、東京、大阪地域以外においてタ
クシー業務適正化事業実施機関が指定され
た場合には、当該地域においても実施を検
討。

【国土交通省・東京タクシーセンター】
○　効率的な監査の実施のためのタクシーセンターとの連携
　策の検討
　・　平成２１年７月、本省、関東運輸局、東京タクシーセ
　　ンターの関係者において、検討会立ち上げを決定。
　・　平成２１年１０月、第１回作業部会を開催し、街頭指
　　導等の情報に基づく監査の実施のための具体策等の検討
　　を開始。
　・　平成２２年３月までに数回開催して、具体的な対応策
　　をとりまとめる予定。

(３)連携する民間
　団体職員に対す
　る研修

【国土交通省】
　貨物自動車運送適正化事業実施機関等、
監査と連携する民間団体の職員の巡回指導
等の資質向上のため、当該職員に対し、国
土交通大学校における研修、国土交通省職
員を派遣しての研修等を実施。

【国土交通省】
　平成２１年度より、国土交通大学校における自動車監査業
務〔基礎〕研修に、貨物自動車運送適正化事業実施機関及び
ＮＡＳＶＡの職員が参加。

　国土交通大学校における研修の受
講の促進、国土交通省職員を派遣し
て行う研修の開催等について積極的
な周知を図るとともに、現在行って
いる巡回指導への運輸支局職員の同
行による指導について、その指導内
容の高度化について検討を行う。

・　施策実施の初期段階にあり、今後の推移を注視
　することにより、具体的施策の検討を行うことと
　し、次年度目標より削除。

(４)監査における
　関係省庁間の連
　携

【国土交通省】
　労働局との合同監査・監督の充実を図る
ため､厚生労働省との間で監査方針を統一｡

【国土交通省】
○厚生労働省と共同で検討中。
　・　平成２１年内を目途に、統一された監査方針を決定す
　　る予定。

　引き続き合同監査・監督を実施す
る。

・　関係機関との調整を従前と同様に継続し、合同
　監査・監督を実施。

(５)行政処分対象
　の拡大

【国土交通省】
　以下の場合について、道路運送法等に基
づく行政処分の対象に追加。
　・　旅客、貨物両事業について、最低賃
　　金法に違反している場合
　・　旅客事業について、社会保険等未加
　　入である場合

　行政処分対象項目の追加について
事業者への周知徹底を図る。

　追加項目について、監査時に適切
な検査が行われるよう手法等につい
ての研修等を実施し、監査要員のス
キルアップを図る。

・　改正された処分基準等については、公示による
　ものへ変更。
　　また、北海道運輸局のホームページに掲載して
　広く周知を徹底。

・　内部の会議等で改正内容に係る理解を深め、適
　正な監査実施体制の向上と監査要員のスキルアッ
　プを実施。

(２)効率的な監査
　の実施
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【国土交通省】
　次のとおり処分基準を改正（平成２１年１０月１日施行）

○　最低賃金法違反に対する処分基準を創設（旅客自動車運
　送事業、貨物自動車運送事業）
　　　　一部の支払い　　初違反１０日車　再違反３０日車
　　　　全てへの支払い　初違反３０日車　再違反９０日車

○　社会保険等未加入に対する処分基準
　・　（旅客自動車運送事業）処分基準の創設
　　　　一部未加入　　　初違反１０日車　再違反３０日車
　　　　全部未加入　　　初違反３０日車　再違反９０日車
　・　（貨物自動車運送事業）処分基準の強化
　　　　一部未加入　　　初違反警告　　　→　１０日車
　　　　　　　　　　　　再違反２０日車　→　３０日車
　　　　全部未加入　　　初違反２０日車　→　３０日車
　　　　　　　　　　　　再違反６０日車　→　９０日車

○　飲酒運転等に対する処分基準を強化
　・　処分日車数の強化
　　　　初違反　８０日車　→　１００日車
　　　　再違反２４０日車　→　３００日車
　・　飲酒運転を下命容認した場合の即時事業停止期間の延
　　長　　　　７日　→　１４日
　・　飲酒運転等＋重大事故に係る指導監督義務違反の場合
　　の即時事業停止期間の延長　　３日　→　７日
　・　飲酒運転等に係る指導監督義務違反の場合、即時事業
　　停止処分（３日）を創設



【国土交通省】
　飲酒運転が行われた場合には、他の悪質
違反の場合に比し、より重い行政処分を課
すことができるよう、処分基準を強化。

・　あらゆる機会を捉え周知徹底を実施。
・　対象事案発生時において、優先的かつ迅速な監
　査を実施するとともに、厳格な行政処分を実施。

【国土交通省】
　その他、法令違反等の実態を踏まえ、労
働関係・社会保険関係の法令違反を含め処
分基準を強化。

・　優先的に監査を実施し、厳格な行政処分を実施
　している。

【国土交通省】
　処分逃れ対策として、以下のとおり処分
基準の改正等を実施。
　・　監査対象営業所の配置車両数を他の
　　営業所に移した場合は、移した先の営
　　業所に対しても行政処分を実施。
　・　処分対象事業者が車両、運転者、荷
　　主（トラックの場合）等を一体として
　　グループ会社休眠会社等に移している
　　場合等、処分対象事業者と車両移転先
　　事業者との間に事業の継続性及び同
　　一性が認められるものについて、営業
　　譲渡が行われたものとして、車両移動
　　先事業者に対しても､行政処分を実施､
　　違反点数を承継。
　　　また、必要な場合には、処分逃れを
　　した事業者及びその経営者等を道路運
　　送法等の違反容疑で刑事告発を実施。

・　改正された処分基準等については、公示による
　ものへ変更。
　　また、北海道運輸局のホームページに掲載して
　広く周知を徹底。

・　対象事案であるか否かについて、適時適切な判
　断を行える体制の整備並びに情報の収集及び共有
　に係る手法の検討を継続的に実施。

【国土交通省】
　タクシー事業者に対する行政処分につい
て、法令違反に基づく処分量定に、遊休車
両数に応じた使用停止処分を加算すること
により処分の実効性を確保。

(８)貨物事業許可
　基準未満の事業
　者に対する集中
　的な監査

【国土交通省】
　貨物事業許可基準（５両）未満の車両数
の事業者に対して、優先的、集中的に監査
を実施。

【国土交通省】
　貨物事業許可基準（５両）未満の車両数の事業者に対し、
平成２１年６月の１ヶ月間を重点監査月間として、優先的、
集中的に監査を実施。
　なお、監査を実施した１，０１８社中、７４１社（７２．
８％）に法令違反が確認された。

　平成２１年６月を重点月間とし、
全対象事業者８７社に対して監査を
実施する。

・　５８事業者に対する監査実施。このうち、約７
　割の事業者おいて法令違反を確認。

【国土交通省】
　内閣府の行う常習飲酒運転者の飲酒運転
行動抑止に関する調査研究・各種検証の結
果を踏まえ、呼気吹き込み式アルコール・
インターロック装置の技術指針（案）を最
終化。

【国土交通省】
　呼気吹き込み式アルコール・インターロ
ック装置の技術指針に基づき、適合品をユ
ーザーが容易に識別できるよう、装置の認
定制度の創設等を行い、呼気吹き込み式ア
ルコール・インターロック装置の普及を促
進。

(７)処分逃れの防
　止

　変更される処分基準の内容をを積
極的に広く事業者へ周知することに
より違反の発生を抑止する予防的活
動を展開する。また対象事案の発生
に際しては、迅速かつ厳格に監査を
実施し、行政処分を行う。

(６)処分基準の強
　化

　改正内容を全事業者に周知すると
ともに、対象事案であるか否かにつ
いて適切な判断が行える体制、情報
の収集及び情報の共有に係る手法つ
いて検討を行う。

【国土交通省】
　次のとおり処分基準を改正（平成２１年１０月１日施行）

○処分の実効性の確保１
　・　違反営業所から処分前に他の営業所に車両を移動した
　　場合
　　　  →　当該他の営業所にも行政処分を行う。
　・　違反事業者が処分前、処分後に会社分割又は他社へ
　　事業譲渡（認可を要する場合のみならず、車両等の譲渡
　　による実質的な事業譲渡を含む。）を行った場合
　　　　→　承継事業者、譲渡先事業者にも行政処分を実施
　　　　　　承継事業者、譲渡先事業者にも違反点数を承継

○　処分の実効性の確保２（一般乗用旅客自動車運送事業）
　・　自動車等の使用停止処分において、遊休車両分につい
　　て付加的に使用停止処分を行う。

(１)アルコール・
　インターロック
　装置の普及

７
．
車
両
の
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【国土交通省】
＜呼気吹き込み式アルコール・インターロック装置＞
　平成２０年度から平成２１年度にかけて、内閣府において
実施されている「常習飲酒運転者の飲酒運転行動抑止に関す
る調査研究委員会」において呼気吹き込み式アルコール・イ
ンターロック装置の活用方策を検討すべく実証実験が行われ
ており、その検討状況を踏まえ、技術指針（案）の最終化、
装置の認定制度の創設等を行う予定。



【国土交通省】
　手の平の汗に含まれるアルコールを検知
し飲酒運転を防止する等の新たな技術開発
を促進。

【国土交通省】
＜呼気吹き込み式以外のアルコール・インターロック装置＞
○　平成２１年度から呼気吹き込み式以外の新たな飲酒運転
　防止技術（手の平の汗、臭気センサーによる検知等）の実
　用化のための研究調査等を開始。
○　平成２１年９月から、（株）トヨタ自動車が新たに開発
　した呼気吹きかけ式アルコール・インターロックを運送事
　業者のトラックや自動車交通局長車に試験的に装着中。そ
　の作動状況等の結果を当該調査に反映させる予定。

(２)衝突被害軽減
　ブレーキの普及
　促進

【国土交通省】
　以下のとおり、大型車の衝突被害軽減ブ
レーキの普及を促進。
　・　衝突被害軽減ブレーキの補助制度を
　　継続・拡充。
　・　新車への装着義務化について検討。
　・　税制優遇措置の検討及び任意保険の
　　保険料率への反映に向けた検討を実
施。

【国土交通省】
○　先進安全自動車（ＡＳＶ）普及促進事業において、衝突
　被害軽減ブレーキの費用の２分の１（上限２７．５万円）
　を補助（継続）。
○　平成２２年度概算要求において、衝突被害軽減ブレーキ
　の補助対象となる事業用自動車について、従前のトラック
　（８トン以上）に加え、バスへの拡充を要求中（事故防止
　対策推進事業１２．７億円の内数）。
○　ＷＰ２９（国連自動車基準調和世界フォーラム）におい
　て、衝突被害軽減ブレーキ基準の早期成立に向けて検討が
　進められており、日本は基準案提案国として主導的に国際
　調和活動を推進中。
○　ＡＳＶ推進検討会において、任意保険の保険料率への反
　映に向けた検討を実施中。

　大型車の衝突被害軽減ブレーキ装
置を導入した費用の一部を助成する
制度を広く啓発して装置の普及促進
を図る。

・　北海道トラック協会が発行する会報誌「トラッ
　クレポート北海道」を利用した広報活動を行い、
　事業者への周知を実施。

・　平成２２年２月２８日現在における「平成２１
　年度自動車事故対策費補助金交付申請（先進安全
　自動車（ＡＳＶ）普及促進対策事業）」は１２件
　あり、全ての申請に対して交付決定を実施。

【国土交通省】
　大型車のＥＶＳＣ（電子式車両姿勢制御
装置）の基準化・義務化のため、事故削減
効果等の調査を行い、その普及を促進。

【国土交通省】
○　ＥＶＳＣの基準化・義務化のため、ＥＶＳＣの性能試験
　の実施方法等について調査検討中。
○　平成２２年度概算要求において、先進安全自動車（ＡＳ
　Ｖ）普及促進事業の補助対象として、従前の衝突被害軽減
　ブレーキに加え、ふらつき警報、ＥＶＳＣ等への拡充を要
　求中（事故調査防止対策推進事業１２．７億円の内数）。

【国土交通省】
　先進安全自動車（ＡＳＶ）推進計画に基
づき、産学官連携の下、広報活動等を通し
て実用化されているＡＳＶ技術の普及を促
進。

　先進安全自動車（ＡＳＶ）の推進
計画に基づき、広報活動等を通じて
実用化されているＡＳＶ技術の普及
を促進する。

・　北海道トラック協会が発行する会報誌「トラッ
　クレポート北海道」を利用した広報活動を行い、
　事業者へ周知した。

【国土交通省】
　居眠り等のドライバーの状態検知技術や
通信技術を利用したドライバーへの警報支
援装置の開発・実用化を促進。

【国土交通省】
　スピードリミッターの不正改造防止のた
め、以下の対策を実施。
　・　警察との連携を強化し、街頭検査、
　　監査等を効率的に実施。
　・　不正改造の実態を把握し、事例等を
　　体系的に整理した、不正改造確認のた
　　めのマニュアルを作成。
　・　上記マニュアルを活用し、不正改造
　　を行ったと思われる改造施工者、自動
　　車運送事業者に対する監査を実施。
　・　不正改造等を検査するための施設の
　　整備を検討。

【国土交通省】
○　警察庁、自動車製作者等の関係者と、スピードリミッタ
　ー不正改造に関し、下記事項について検討中。
　・　警察との連携の強化、街頭検査、監査等の効率的な実
　　施
　・　不正改造の事例等の実態把握
　・　不正改造等の確認方法

　（社）日本路線トラック連盟と当
局との協議により、日本路線トラッ
ク連盟の安全パトロール指導員が道
路パトロールにおいて、スピード・
リミッターを解除していることが疑
われる車両（疑いの判断は、当該パ
トロール車が高速道路を１００㎞で
走行中に大型貨物に追越されること
による。）について、「安全共同パ
トロール通知票」により通報された
車両について、当該事業者への事実
の確認及び事実であれば不正改造防
止について、指導を行う。

・　（社）日本路線トラック連盟からの「安全共同
　パトロール通知票」により通報された車両に対し
　て、個別に改造等の有無等に関して事業者に確認
　を行い、事実関係究明すると同時に改善指導を実
　施。

　　実施結果（平成２１年実績）
　　　平成２１年３月の協議から２月末現在までの
　　　通知数　　１０件

【国土交通省】
　デジタル式運行記録計やＯＢＤ（On-boa
rd diagnosis：車載診断装置）を用いて不
正改造履歴の記録が行えるよう、技術開発
を行い、将来的には義務付ける等の対策を
検討。

【国土交通省】
　平成２０年度にＯＢＤ検討会で指摘された、診断対象とす
る故障事象、ＯＢＤの仕様の統一化等の課題について、関係
各者と調整中。

(４)スピードリミ
　ッターの不正改
　造の防止

(３)新たな予防安
　全技術の普及促
　進

【国土交通省】
○　ＡＳＶ推進検討会において、以下について検討中。
　・　自律検知型運転支援システムの本格普及
　・　通信利用型運転支援システムの開発・実用化



【国土交通省】
　大型車の車輪脱落事故や車両火災に係る
再発防止策を含め、確実な点検整備の実施
について、自動車点検整備推進運動、整備
管理者研修等により啓発を促進。

【国土交通省】
○　自動車点検整備推進運動の実施要領及び実施細目により
　以下の措置を実施。（平成２１年７月２２日発出）
　・　自動車点検整備推進運動において、大型車ユーザー及
　　び運送事業者向けに事故事例等を掲載したチラシを作成
　　し配付。
　・　大型車の重点点検の実施等。
○　整備管理者研修において啓発を実施。

　大型車における車輪脱落事故・車
両火災事故等の点検整備等の不良に
起因する事故の防止を強化するた
め、自動車点検整備推進運動及び整
備管理者研修において指導を行う。

・　自動車検査員研修、整備主任者研修及び整備管
　理者研修において周知。

　　実施結果
　　①　自動車検査員研修（管内）４４回
　　　　　　　　　受講者：　５，３０９名
　　②　整備主任者研修（管内）　５９回
　　　　　　　　　受講者：１０，０９０名
　　③　整備管理者研修（管内）
　　　　　　　選任前研修　　　　２９回
　　　　　　　　　受講者：　１，３３５名
　　　　　　　選任後研修　　　　３０回
　　　　　　　　　受講者：　２，５１０名

【国土交通省】
　大型車の車輪脱落事故等、社会的影響の
大きな車両故障事故が発生した場合の調査
結果の取扱い手順を策定し、自動車運送事
業者又は整備事業者に対する監査の実施等
の再発防止策について明確化。

【国土交通省】
○　監査方針細部取扱通達を改正（平成２１年１０月１日施
　行）し、以下の事業者を監査端緒として追加。
　・　事業用自動車の車両火災事故（旅客自動車に限る。）
　　又はホイールボルトの折損による車輪脱落事故を引き起
　　こした事業者。
　・　整備不良に起因する死傷事故を引き起こした事業者。

【国土交通省】
　ホイール取り付け方法について、ＩＳＯ
方式への一元化が進められる状況において
混在するＪＩＳ方式とＩＳＯ方式それぞれ
における適切な点検整備の方法等の周知を
徹底。

【国土交通省】
○　「自動車の点検及び整備に関する手引」にＪＩＳ方式と
　ＩＳＯ方式それぞれにおける点検整備の方法を記載すると
　ともに、（社）日本自動車工業会が作成したリーフレット
　やＤＶＤを活用し、自動車点検整備推進運動等において啓
　発を実施。
○　今後、大型車のホイール取り付け方法がＩＳＯ方式に一
　元化されることから、引き続きＪＩＳ方式とＩＳＯ方式そ
　れぞれの点検整備の方法について周知する。

　ホイール取り付け方法について、
ＩＳＯ方式への一元化が進められる
状況において、混在するＪＩＳ方式
とＩＳＯ方式それぞれにおける適切
な点検整備の方法等の周知を自動車
検査員研修、整備主任者研修、整備
管理者研修等において、徹底する。

・　自動車検査員研修、整備主任者研修及び整備管
　理者研修において周知。

　　実施結果
　　①　自動車検査員研修（管内）４４回
　　　　　　　　　受講者：　５，３０９名
　　②　整備主任者研修（管内）　５９回
　　　　　　　　　受講者：１０，０９０名
　　③　整備管理者研修（管内）
　　　　　　　選任前研修　　　　２９回
　　　　　　　　　受講者：　１，３３５名
　　　　　　　選任後研修　　　　３０回
　　　　　　　　　受講者：　２，５１０名

【国土交通省】
　整備管理者研修等において、平成１９年
改正の整備管理者に係る新制度の周知徹底
を図るとともに、点検整備実施率の向上、
整備管理者研修受講率の引き上げ、事故の
再発防止策の徹底のため、整備管理者研修
を充実。

　整備管理者研修等において、研修
受講率の引き上げ、点検整備実施率
の向上、事故の再発防止策の徹底の
ため研修を充実する。

・　整備管理者研修において、整備管理者に係る平
　成１９年改正の新制度の周知徹底、事故（車両故
　障）の再発防止策の徹底のために、具体的事例等
　を用いて研修内容を充実。
・　整備管理者研修の未受講者に対しては、個々の
　監査において受講を確認し、未受講者には行政処
　分または指導を実施。

　実施結果
　　整備管理者研修
　　　選任前研修　２９回　受講者　１，３３５名
　　　選任後研修　３０回　受講者　２，５１０名

【国土交通省】
　点検整備実施率の向上のため、処分基準
を強化。

　処分基準強化後の監査において、
定期点検整備の実施状況に関して適
確な検査を実施する。

・　監査の実施に際して、従前同様に確実な検査を
　実施。

【国土交通省】
　次のとおり処分基準を改正（平成２１年１０月１日施行）
○　点検整備未実施等に対する処分基準を強化（旅客自動車
　運送事業、貨物自動車運送事業）。
　・　日常点検の未実施
　　　　初違反勧告～３日×違反台数
　　　　　　　　　　　　　　→　警告～５日×違反台数
　　　　再違反 ３日～９日×違反台数
　　　　　　　　　　　　　　→  ５日～１５日×違反台数
　・　定期点検整備の未実施
　　　　初違反警告～５日×違反台数
　　　　　　　　　　　　　　→　警告～１０日×違反台数
　　　　再違反 ５日～１５日×違反台数
　　　　　　　　　　　　　　→　５日～３０日×違反台数
　・　点検整備記録の改ざん・不実記載
　　　　初違反 ３日～５日×違反台数
　　　　　　　　　　　　　　→　５日～１０日×違反台数
　　　　再違反 ９日～１５日×違反台数
　　　　　　　　　　　　　　→１５日～３０日×違反台数
○　整備管理者研修未受講に対する行政処分基準の強化（旅
　客自動車運送事業、貨物自動車運送事業）。
　　　　初違反　　警告～１０日車
　　　　　　　　　　　　　　→　１０日車～２０日車
　　　　　　　　　再違反２０日車～３０日車
　　　　　　　　　　　　　　→　３０日車～６０日車
　なお、整備管理者研修の充実については引き続き検討中。

（２）整備管理の
徹底
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(１)車輪脱落事故
　等の再発防止



【国土交通省】
　事業者や運転者の安全性、サービス水準
等に関する評価制度（ランク制度）の導入
・改善等、安全性も含めた事業者等の優劣
が判別できるような方法について検討。

【国土交通省】
○　利用者の選択性を高めるサービスのあり方等についての
　検討
　・　平成２１年７月、「利用者によるタクシーの選択性の
　　向上に関する検討委員会」を設置し、利用者の選択性を
　　高めるサービスのあり方等についての検討を開始（平成
　　２１年度中に取りまとめ予定）。

【国土交通省、タクシーセンター】
　事業者や運転者ごとの事故率などのデー
タを活用して、安全性に問題のある事業者
や運転者について、タクシーセンターで整
備している乗り場や駅構内施設等への入構
を制限することについて検討。

【東京タクシーセンター】
○　優良タクシー乗り場の新設
　・　新たに、平成２１年８月より東京駅丸の内北口前タク
　　シー乗り場、新宿駅西口地下タクシー乗り場（いずれも
　　駅構内）を優良タクシー乗り場として新設。

【国土交通省】
　苦情への対応に関する情報の開示及び行
政処分に関する情報開示のさらなる充実。

　本省の指示内容を検証し、対応策
について検討を実施する。

・　本省における具体的施策の策定状況の確定後、
　対応について検討を行うものとして、具体的施策
　策定を延期。

(２)貸切バス事業 【国土交通省】
　「貸切バス事業者の安全性等評価・認定
制度検討委員会」の報告（２０年度内とり
まとめ）を踏まえ、貸切バス事業者に係る
評価を公表する制度を整備。

【（社）日本バス協会】
　現在、貸切バス事業者の安全性等評価・認定制度の詳細設
計へ向けた検討メンバーの人選等を行っているところ。（本
年度中に詳細設計を行う予定。）

【国土交通省・警察庁】
　事故の発生割合が高い区間における交差
点改良や歩道の整備、中央帯の設置、信号
器改良等。
　通学路における歩道の整備やカラー舗
装、防護柵の設置等。
　生活道路への通過交通が多く、事故の発
生割合が高い地区において、生活道路への
通過交通を抑制するためのクランクやハン
プ等の整備による、歩行者等の安心・安全
の確保。
　防護柵や道路反射鏡等の交通安全施設の
適切な維持・管理を実施。等

【国土交通省・警察庁】
○　平成２１年３月に事故の発生割合が高い3,396区間を｢事
　故危険箇所」に指定し、交差点改良や歩道の整備、中央帯
　の設置、信号機改良等を重点的に実施。
○　平成２１年３月に指定した通学路における歩道の整備や
　カラー舗装、防護柵の設置等を推進。
○　平成２１年３月に生活道路への通過交通が多く、事故の
　発生割合が高い582地区を｢あんしん歩行エリア｣に指定し､
　外周の幹線道路対策、経路対策、ゾーン対策等の実施によ
　り、歩行者等の安心・安全を確保。
○　直轄国道における道路反射鏡について、平成２２年度か
　ら数ヵ年での適正化作業着手に向け、準備中。

１０．道路交通環境の
　　改善

(１)タクシー事業

９．利用者等が安全性の観点から運送サービスを容易に取捨選択
　できる仕組みの整備


